
袖ケ浦地区民生委員児童委員は子育て支援や福祉に参加協力

しています。

社会福祉協議会等の協力事業のひとつとして

食事サービスのお手伝いをしています。

（お申込み、お問い合わせは地区担当の民生委員まで）

--------------------------------

民生委員児童委員とは？

住民の立場になり街の福祉

を担うボランティアです。

--------------------------------

秘密は守られます。

民生委員・児童委員には

法律により定められた守秘

義務がありますので、相談

内容や秘密が漏れることは

ありません。

安心してご相談ください。

地域を支えるボランティアとして一緒に

活動しませんか。

習志野市役所福祉政策課へ

電話 047-453-7375

お気軽にご連絡ください



みんなの災害対策

大きな地震があった時！

⇒ まず身の安全を確保

⇒ 安全が確認できたら火を消す

⇒ 次に一時避難をする

（安否確認などを行う）

【避難先について】

「一時避難場所」と「避難所」は似ている言葉ですが、意味は全く異なります。

一時避難場所（いっときひなんばしょ） 袖ケ浦地区の一時避難場所

震災時、火災の延焼による危険から一時的に逃げ込み、

命を守る場所です。

公園や小中学校のグランドなどの屋外のことです。

袖ケ浦西小学校、袖ケ浦東小学校、

第三中学校、袖ケ浦西近隣公園、

袖ケ浦運動公園

避難所（ひなんじょ） 袖ケ浦地区の避難所

災害によって自宅を失った人が一定の期間、避難生活を

する場所です。

主に小中学校の体育館などの屋内のことです。

袖ケ浦西小学校、袖ケ浦東小学校、

第三中学校

【警戒レベル】

警戒レベル４避難指示で危険な場所から必ず避難です。

みんな必ず

避難所に

行かなくては

いけないの?

知り合いや親族が

別の地区にいる

場合はそこへ避難

してもいいよ。

自宅が倒壊や

延焼していな

ければ在宅避

難でいいよ。

習志野市

防災ハザード

マップはこちら

の QRコードから

開いて見てね。

避難先を日頃

からチェック

しましょうね



備蓄について

災害は突然発生します。外出中に被災して交通機関がストップした場合には安全が確保される

まで外出先にとどまる必要があります。自宅で被災した場合も水道・電気・ガスなどが止まって

しまえば日常生活が困難になります。

自分にとって、我が家にとって災害時に必要なものを整理し、いざという時に備えましょう。

危機管理課047-453-9211



記載内容には、一部「政府広報オンライン」及び「全国民生委員児童委員連合会」の資料を引用しています。

イラストについては、 習志野市公開イラスト及び、ネット公開のイラストを利用させていただいています。

民生委員に興

味・関心のあ

る方も福祉政

策課へご連絡

下さい！

民生委員・児童委員に相談したいときは

習志野市役所 福祉政策課

電話：０４７-４５３-７３７５

高齢者について相談したいときは

高齢者相談センター(秋津包括支援センター)

電話：０４７-４０８-００３０
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